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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細長い本体を備えるスピンドルであって、該スピンドルは、コア開口部を有するテープ
ロールを支えるようになっており、第１の突出位置及び第２の非突出位置に配置可能であ
る少なくとも１つのスペーサ部材を有し、前記少なくとも１つのスペーサ部材は、前記第
１の突出位置にあるときに前記本体の長手方向面を越えて突出し、前記スピンドルに搭載
されるようになっている隣り合う複数のテープロールを前記スピンドル上で互いに離間さ
せることができる、スピンドル。
【請求項２】
　前記スペーサ部材が、第１の突出位置及び第２の非突出位置に配置可能である突出部を
備える、請求項１に記載のスピンドル。
【請求項３】
　前記スペーサ部材が、前記突出部を前記本体に接続するアーム部を備える、請求項２に
記載のスピンドル。
【請求項４】
　前記スペーサ部材を前記突出位置に押し出すように構成されたバネを備える、請求項１
に記載のスピンドル。
【請求項５】
　請求項１に記載のスピンドルを備えるテープディスペンサであって、コア開口部を有す
るテープロールを前記スピンドルに搭載すること及び該スピンドルから取り外すことがで
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きるように、該スピンドルの少なくとも１つの端部が自由状態となり得るようになってい
る、テープディスペンサ。
【請求項６】
　前記スピンドルに搭載される２つのテープロールを更に備える、請求項５に記載のテー
プディスペンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロール製品用のスピンドル及びディスペンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（例えば、紙、装飾用リボン、事務用又は医療用の接着テープなどの）テープ製品は、
接着材が付いているものも付いていないものもあるが、一般的には、ロール形状で供給さ
れ、その後、ロールから繰り出されて分配される。多くのディスペンサの構成において、
ロールが環状コアを備える場合及びコアがない場合があるが、ロールは、テープをロール
から取り外す際に、ロールがそれを中心に回動するスピンドル上に搭載される。多くのデ
ィスペンサにおいて、ディスペンサは、スピンドルとそれに搭載されるロールとを、例え
ば、指がテープの端部に簡単に到達できて把持しやすい、切れ刃に対して都合の良い近さ
にあるのでロール部分からテープの所望の部分を簡単に切り離すことができるなど、所望
の分配位置及び所望の分配向きに支持するように構成される。
【０００３】
　ディスペンサの構成は、１つのロールのテープ用の構成もあれば、２つ以上のロールの
テープ用の構成もある。具体的な例としては、米国特許第２，４２４，４８６号（Ｍｉｌ
ｌｅｒ）、同第３，７６８，７１３号（Ｌａｓｈ）、及び同第Ｄ４７０，１８１号（Ｊｏ
ｕｒ）が挙げられる。複数のロールのテープを個別に分配する場合、テープが隣接するロ
ールから不必要に同時に剥がされることがなく、１つのロールからのテープが分配される
ように、隣接するロール間の干渉を防ぐ必要がある。隣接するロールが離間していないと
、シート材が第１のロールから分配されるとき、ロールが隣接するロールに対して引きず
られ、その結果、大量のテープが隣接するロールから不必要に取り外されてしまう。この
干渉を防ぐために取られた具体的な手段は、以下の通りである。各ロールに個別のスピン
ドルを用いた開示は、例えば、米国特許第２，３５２，４４５号（Ｐｉｎｃｋｎｅｙ）、
同第Ｄ４４８，４１５号（Ｈｕａｎｇ）、同第Ｄ５０４，１５号（Ｃｒａｗｆｏｒｄら）
、及び同第Ｄ５２４，３７６号（Ｆｌｙｎｎ）であり、１つのスピンドル上の隣接するロ
ール間にスペーサディスクを配置した開示は、例えば、米国特許第６３４，５８９号（Ｒ
ｕｓｓｅｌｌ）、第６，９１３，１７８号（Ｈｕａｎｇ）、及び同第６，９７４，０６０
号（Ｇｏｍｅｓら）であり、スピンドルに対して放射状突起のような突出要素を配置して
デバイダとして機能させた開示は、例えば、米国特許第６，１１９，７９１号（Ｃｏｎｒ
ａｎら）である。これまでに開示された装置は、いくつかの態様では、まずまずの性能を
示しているものの、どれも所望の範囲の性能、使い易さ、低コストをもたらしていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　テープ製品用のスピンドル及びディスペンサの改善が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、コア開口部を有するロール形状のテープ製品用の改善されたスピンドルと、
そのようなスピンドルを組み込んだ改善されたディスペンサと、及びその関連する組み立
て及び使用方法と、を提供する。
【０００６】
　簡潔に要約すると、本発明のスピンドルは、細長い本体と、任意で突出部を備える少な
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くとも１つのスペーサ部材と、を備え、スペーサ部材が第１の突出位置と第２の非突出位
置との間を移動するような構成になっている。本発明のスピンドルは、コア開口部を有す
るテープロールを支えるようになっている。
【０００７】
　簡潔に要約すると、本発明のディスペンサは、本発明のスピンドルと、任意で、スピン
ドルに搭載された１つ以上のテープロールと、を備える。ディスペンサは、コア開口部を
有するテープロールがスピンドルに搭載可能であり、かつスピンドルから取り外し可能で
あるように、スピンドルの少なくとも１つの端部が自由状態になり得るようになっている
。
【０００８】
　簡潔に要約すると、本発明の方法は、以下の通りである。
　（ａ）本明細書に記載のディスペンサを組み立てる方法であって、コア開口部を有する
テープロールを、本明細書に記載のスピンドルの端部を越えてスライドさせることであっ
て、該テープロールが（ｉ）スペーサ部材を越えてスライドする、及び／又は（ｉｉ）ス
ペーサ部材までスライドする、ことと、
　（ｂ）コア開口部を有するテープロールからテープを分配することであって、該テープ
ロールが本明細書に記載のスピンドルに搭載され、テープが分配される際に、テープロー
ルがスピンドルを中心に回転する、ことと、を含む方法。
【０００９】
　本発明のスピンドルと、スピンドルを組み込んだディスペンサとは、以下のように数多
くの利点をもたらす。本発明に従って、上記スピンドルにより、１つ又は複数のテープロ
ールを有するディスペンサを便利にかつ効果的に作動させることができる。本発明のスピ
ンドルを用いて、テープロールを簡単に再搭載し、ディスペンサに搭載されたテープロー
ルの数および幅を容易に変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　図面を参照して本発明を詳細に説明するが、図面全体を通して同一符号を用いる。
【図１】本発明のスピンドルの第１の例示的な実施形態の斜視図である。
【図２ａ】図１に示すスピンドルの端面図である。
【図２ｂ】本発明のスピンドルの第２の例示的な実施形態の端面図である。
【図３】３つのテープロールを搭載した図１及び図２ａに示すスピンドルを有する、本発
明のディスペンサの例示的な実施形態の斜視図である。
【図４】１つのテープロールを搭載した図３のディスペンサの斜視図である。
【図５】１つのテープロールを搭載した図３のディスペンサの斜視図である。
【００１１】
　これらの図は一定の縮尺ではなく、また、単に説明のためのものであって非限定的なも
のである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、本発明の例示的なスピンドル１０を示す。スピンドル１０は、本体１２と、ス
ペーサ部材１４ａ、１４ｂ、及び１４ｃと、を備える。スペーサ部材は、アーム部１６ａ
、１６ｂ、及び１６ｃと、突出部１８ａ、１８ｂ、及び１８ｃと、をそれぞれ備える。本
発明のスピンドルは、適宜、１つ以上のスペーサ部材を備えてもよい。
【００１３】
　該本体は、長手方向軸線を有する細長い形状である。
【００１４】
　該スペーサ部材は、（複数の）同一のテープロールに同時に作動するために、スピンド
ルの長手方向軸線における同等の位置に、すなわち、長手方向軸線の共通端から実質的に
均等な距離に、配置されてよい。スペーサ部材は、適宜、異なる幅を有するテープロール
に、本発明に従って機能するために、スピンドルの長手方向軸線における異なる位置に、
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すなわち、長手方向軸線の共通端から実質的に異なる距離に、配置されてよい。
【００１５】
　図１に示す実施形態では、本体は、略円筒形状である、すなわち、図２ａに示す突出型
スペーサ部材以外は、長手方向軸線に対して直交する略円形である断面を有する細長い形
状である。当然のことながら、他の形状、例えば、図２ｂに示すような略楕円形断面を有
するスピンドルを本発明に従って使用してもよい。
【００１６】
　スペーサ部材は、第１の突出位置及び第２の非突出位置に構成できる。図１は、スペー
サ部材が突出部を有する弾力アーム部の形態である好ましい実施形態を示す。
【００１７】
　図１及び図２ａを参照すると、本体１２は、寸法Ａの直径を有する略円筒形状である。
その第１の、すなわち、突出構成において、突出部１８ａ及び１９ａは、本体１２の表面
を越えて突出し、寸法Ｂを定義する。各スペーサ部材の突出部１８ａ及び１９ａ並びに他
の部分は、そのそれぞれの第２の、すなわち、非突出位置に構成された場合、本体１２の
断面の外形（つまり、寸法Ａ）を越えて実質的に突出しないように本体１２の内部に引き
寄せられる。場合によっては、本体１２の断面の外形の下に押し込められてもよい。
【００１８】
　典型的には、テープロールは、コアを有する又は有しない、円形の環状コア開口部を有
する。本発明に従って、スピンドルは、以下の内径を有するコア開口部を有するテープロ
ールに使用される：（１）非突出位置にスペーサ部材を有するスピンドルの本体の、長手
方向軸線と直交する方向の、最大寸法（図１の寸法Ａ）を少なくとも有する内径、及び（
２）突出位置にスペーサ部材を有するスピンドルの本体の、長手方向軸線と直交する方向
の、最大寸法（図１の寸法Ｂ）未満の内径。本発明に従い、スピンドル１０に使用できる
テープロールのコアの直径は、スピンドル１０の寸法Ａが最小であり、寸法Ｂが最大であ
る。そのような関係において、図３及び図４に示すように、テープロール２８ｂがスピン
ドル上の長手方向の所望の位置に保持され、図３に示されるように、隣接するロールは接
触しない。したがって、本発明に従って、隣接するテープロールから干渉を受けずに、ど
のテープロールからも材料が分配可能である。
【００１９】
　図２ｂは、スピンドル１１０の本体１１２が楕円形断面、つまり、寸法Ｂ１がＢ２未満
である、例示的な代替実施形態を示す。スペーサ部材の突出部１１８ａ及び１１９ａが本
体１１２の長手寸法を超えて伸びる、寸法Ａとして示される、突出位置として構成可能で
ある。そのようなスピンドルは、本発明に従って、少なくとも寸法Ｂ１の直径を有し、か
つ寸法Ａ未満の直径を有するコア開口部（例えば、点線で図中に示すテープコア）を有す
るテープロールに使用できる。スピンドル１１０は、例えば、端部１２０ａに突出ネック
部１２２ａを設けることによって、ディスペンサ（図示せず）に係合するようになってい
る。
【００２０】
　図１に示す実施形態では、スペーサ部材１４ａは、スペーサ部材１４ｂ及び１４ｃも同
様に、本体１２と一体化している。スペーサ部材１４ａは、突出部１８ａの他、本体１２
に接続されているアーム部１６ａを備える。突出部１８ａを、図示する突出位置から非突
出位置に移動又は再構成するために、アーム部１６ａが屈曲される。アーム部１６ａは、
突出部１８ａが繰り返し突出位置から非突出位置、及びその逆を、適宜、移動できるよう
に弾性材から形成されることが好ましい。非突出位置へのスペーサ部材の構成は、例えば
、手や指により力を直接スペーサ部材に付与して、スペーサ部材を押し込むように圧力を
加えることによって達成できる。いくつかの実施形態において、スペーサ部材の突出部は
、コア開口部を有するテープロールをスピンドルに対して移動させることによって加えら
れる横方向の力によって、スペーサ部材の側面に対して力を加えたとき、本体内に引っ込
み、非突出構成となるようになっていてもよい。例えば、図１に示す好ましい実施形態で
は、突出部は、突出位置から非突出位置への構成変更をより多くできるよう、テーパー状
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の表面を有する。その場合、材料及び構成部品の構成は、スペーサ部材を非突出位置に移
動させるために必要とする最小限の横方法の力の大きさが、テープが分配される際に生じ
る横方向の力の大きさよりも大きいことが好ましい。テープが分配される際に生じる横方
向の力の大きさがあまりに大きいと、使用時、テープが分配されると、テープロールの望
ましい安定性とスピンドル上の隣接する（複数の）テープロールとの不干渉が損なわれて
しまう。
【００２１】
　スペーサ部材１４ａは、抵抗力が付与されない場合、又はそのような力が取り除かれた
場合、突出部１８ａが突出位置に押し出されるような弾性材を含むことが好ましい。例え
ば、そのようなスピンドルは、突出構成に構成された（複数の）スペーサ部材を有する形
状に弾性プラスチックを成形することによって形成することができる。スペーサ部材を非
突出構成に構成するために、スペーサ部材に圧力が加えられる。圧力を放つと、スペーサ
部材は、復元し、その結果、突出位置にスペーサ部材が構成される。
【００２２】
　好ましい実施形態では、スピンドル１０が弾性があり、耐久性があるプラスチックで製
造される。具体的な例として、ポリスチレン及びアクリロニトリル－ブタジエン－スチレ
ン重合体が挙げられる。これにより、スペーサ部材１４ａが屈曲し、突出部１８ａを突出
位置及び非突出位置に繰り返し再構成でき、同時に、テープロールを数千回、スピンドル
を中心に回動でき、コア開口部を有するテープロールの取り付けと取り外しができ、これ
らが部品であるディスペンサの（もしあれば）組立と解体とに耐えることができる。
【００２３】
　いくつかの実施形態（図示しない）において、スペーサ部材は、スペーサ部材を突出位
置に押し出す一方、非突出位置に押し込み可能に構成されたバネに搭載されてもよく、そ
の結果、スピンドルにおけるテープロールの取り付け、取り外し、及び位置変更が可能と
なる。
【００２４】
　スピンドルの少なくとも一つの端部、いくつかの実施形態では、両方の端部が支持部と
係合するように構成される。例えば、図１に示すように、スピンドル１０の端部２０ａ及
び２０ｂは、突出ネック部２２ａ及び２２ｂをそれぞれ有する。図４に示すように、端部
２０ａ及び２０ｂは、ディスペンサ２６の壁部２４ａ及び２４ｂにそれぞれ係合する。壁
部２４ａ及び２４ｂは、それぞれ支持端部２０ａ及び２０ｂを受容するように構成される
。いくつかの実施形態において、例えば、壁部２４ａ及び２４ｂはそれぞれ、スピンドル
１０を確実に、好ましくは、解放可能に支持するために突出ネック部２２及び２２ｂをそ
れぞれ受容するための好適なサイズの凹部を有する。スピンドル１０がディスペンサの支
持部に解放可能に搭載される他の実施形態は、当業者ならば容易に理解できるであろう。
具体的な例として、Ｕ字型ヨーク、スピンドルに係合する支持壁から突出する突出部、例
えば、空洞端部に突出する支柱などを挙げることができる。スピンドル及びディスペンサ
のマウント部は、所望の数のロールを支持したり、テープを分配したり、テープロールを
取り除いたり、新しい又は別のテープロールを取り付ける際の動作に耐えるよう、十分強
固で頑丈である必要がある。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、本発明のスピンドルは、単一のスペーサ部材を備える。
他の実施形態においては、スピンドルは、スピンドルの長手方向軸線に沿って配置される
長手方向の相異なる位置に配置される２つ以上のスペーサ部材を備え、かつ隣接するテー
プロール間に１つ以上のスペーサ部材を有する１つ又は２つ以上のロールに使用できる。
例えば、図１に示すように、スペーサ部材１４ａ、１４ｂ、及び１４ｃは、端部２０ａか
ら徐々に距離を増すように配置されている。
【００２６】
　好ましい実施形態において、スピンドルは、第１のスペーサ部材と同じ、すなわち、長
手方向の同一の、即ち、同等の位置に、好ましくは、第１のスペーサ部材からスピンドル
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の長手方向軸線を真垂直に横切る第２のスペーサ部材を備える。スペーサ部材１４ａの突
出部１８ａが、他の同様のスペーサ部材（図では非表示）の突出部１９ａから本体１２を
隔てて実質的に垂直に配置される、上記のような実施形態が図２に示される。
【００２７】
　図３は、テープロール２８ａ、２８ｂ、及び２８ｃが搭載されるスピンドル１０を備え
るディスペンサ２６を示す。図３から分かるように、テープロール２８ｂは、その中心に
開口部を有する任意のコア３２にロール状に巻き取られた材料であるシート３０を含む。
そのようなテープロールの構成は、従来技術の範囲内である。いくつかの実施形態におい
て、シート材は、例えば、コアがないマンドレルを中心にロール状に巻き取られてもよい
。
【００２８】
　図３に戻って、隣接するテープロールは、少なくとも１つのスペーサ部材によって離間
される。例えば、テープロール２８ａ及び２８ｂは、スペーサ部材１４ａの突出部１８ａ
及びスピンドル１０の反対側のスペーサ部材（本斜視図では非表示）の突出部１９ａによ
って離間される。同様に、テープロール２８ｂ及び２８ｃは、スペーサ部材１４ｃの突出
部１８ｃによって離間される。本構成において、突出部１８ａ及び１８ｃは、それぞれ突
出位置に構成される。つまり、突出部１８ａ及び１８ｃは、スピンドル１０の本体１２の
表面から径方向に延びて、テープロールを望ましい離間状態に維持する。本構成において
、突出部１８ｂ（非表示）は、テープロール２８ｂのコア３２の下の非突出位置に構成さ
れる。
【００２９】
　所望の場合、ロール２８ｂ及び２８ｃを取り外して、単一のロールをスピンドルに搭載
できるが、その際は、例えば、スペーサ部材１４ａを使ってロール２８ａからの離間状態
を維持する。又は、ロールの寸法が許せば、同じことをスペーサ部材１４ｂを使って行う
。スピンドルにテープロールを取り付ける際、スピンドルがロールの開口部に挿入される
、又は、ロールがスピンドルに被さるように配置されるので、ロール及びスピンドルは、
スピンドルの長手方向軸線に平行な方向に互い対して移動することになる。本プロセスを
簡易にするため、突出部の縁部は、スペーサ部材がスピンドル本体に屈曲してテープロー
ルがスピンドル本体を通り過ぎるように、図１及び図２に示すように、ある程度テーパー
状であることが好ましい。
【００３０】
　更に、テープディスペンサ２６は、所望のテープから所望の量のシート材を容易に切り
離すために使用される、切断部材３４、例えば、まっすぐな刃を備える。
【００３１】
　好ましい実施形態では、第１のテープロールは、シート材が第１のテープロールから分
配される際に、テープロールがスピンドル上を長手方向にスライドして隣接する第２のテ
ープロールと干渉接触しないように、少なくとも１つのスペーサ部材によってスピンドル
上の所定の位置に保持される。図３では、テープロール２８ｂが２つのスペーサ部材、つ
まりスペーサ部材１４ａ及び１４ｃによって、長手方向の所定の位置に保持される。これ
によってもたらされる安定性の向上が、隣接するロール２８ａ及び２８ｃ同士の絡みや、
又は部分的な解反を伴わず、容易にシート材３０がテープロール２８ｂから取り外され、
切断部材３４によってきれいに切り離すように改善させる。したがって、本体上のスペー
サ部材の長手方向の位置は、スピンドル又はスピンドルを組み入れているディスペンサが
使用される、テープロールの幅寸法に部分的に基づいて選択されることになる。
【００３２】
　本発明に従って、テープロール及びスピンドルは、スピンドルがテープロールを自身で
支えることができるようにスピンドル本体の有効外径がテープロールの開口部の内径より
も小さくなるように選択される。典型的には、例えば、抵抗がなく又はあったとしても最
小の抵抗で、テープロールからシート材の端部を引っ張ることによって付与される回転力
だけで、テープロールがスピンドルを中心に自由に回動できることが好ましい。分配動作
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を中断する際、ロールの回動が停止するように少々の抵抗が望ましい場合もある。これに
対し、過剰な抵抗が生じると、思い通りにシート材を分配することが更に難しくなり、シ
ート材が、破れたり、不必要に伸びきってしまったりするなど、シート材の材質が落ちる
場合がある。いくつかの実施形態において、テープロールがぐらつくなどせずにスピンド
ルを中心に自由にスピンできるようにテープロールの内径がスピンドルの外径よりわずか
だけ大きい。当業者なら理解できるように、スピンドルとテープロールとの望ましい摩擦
関係は、望ましい特性を発揮する相性がよい材質を選択すること、又は部品処理を施すこ
と、例えば、適当な摩擦調整コーティングを塗布することによって、達成できる。
【００３３】
　本発明は、様々な種類のシート材のテープロールで使用できる。シート材は、接着性が
あってもなくてもよく、実質的に連続性があり、開口部を有しても良く、平坦でもよく、
構造化面等を有してもよい。具体的な例として、紙、プラスチック、金属フィルム、ウェ
ブ、シート等を挙げることができる。
【００３４】
　本発明の１つの利点は、スピンドル上の長手方向の相異なる位置に少なくとも１つの、
及び好ましくは、２つ以上のスペーサ部材を備える単一のスピンドル装置、又はそのよう
なスピンドルを備えるディスペンサを、異なる幅を有する様々なテープロールに有利に使
用できることである。異なる幅を有するテープロールを、同一のスピンドルを用いて、頻
繁にかつ容易に入れ替えることが可能である。例えば、図３に示す実施形態は、本体１２
が２と１／１６インチ（５．２センチ）の長さであり、突出部１８ａ及び１８ｃが端部２
０ａ及び２０ｂからそれぞれ約５／８インチ（１．６センチ）離間しており、突出部１８
ａ及び１８ｃが互いに約５／８インチ（１．６センチ）離間しており、突出部１８ｂが端
部２０ａ及び２０ｂから約１インチ（２．５センチ）離間している場合、例えば、１つ、
２つ又は３つの１／２インチ（１．３センチ）のテープロール、１つ又は２つの１インチ
（２．５センチ）のロール、１つの２インチ（５．１センチ）のロール、又は１つの１イ
ンチ（２．５センチ）のロールを有する１つの１／２インチ（１．３センチ）のロールに
効果的に使用できる。
【００３５】
　本発明は、円形のコア開口部を有するテープロールを、スピンドルの端部を越えてスラ
イドさせ、更に、（ｉ）第１のスペーサ部材を越えてスライドさせ、及び／又は（ｉｉ）
その突出位置にある第１のスペーサ部材までスライドさせることを含む、テープディスペ
ンサを組み立てる方法を提供する。本発明に従って、いくつかの実施形態において、本方
法は、第１のテープロールを第１のスペーサ部材を越えてスライドさせることを含み、円
形のコア開口部を有する第２のテープロールをスピンドルを越えて第１のスペーサ部材に
対してスライドさせることを更に含みえ、前記テープロールは、突出位置にある少なくと
も第１のスペーサ部材によって離間される。
【００３６】
　本発明は、コア開口部を有するテープロールからテープを分配する方法であって、テー
プロールが本明細書に記載のスピンドルに搭載され、例えば、テープの端部を引っ張り、
テープの一部をテープロールから繰り出して、その後、例えば、ディスペンサの切断部材
を横切ってテープの一部を引っ張る等によって切り離して、テープの一部を典型的にはロ
ール部から切断することによって、テープが分配される際に、スピンドルを中心に回動す
る、方法を提供する。いくつかの実施形態において、スピンドルは、第１のテープロール
及び第２のテープロールを自身に搭載することになり、該テープロールは、該第１のテー
プロールが該スピンドルを中心に回動するとき、例えば、テープがスピンドルから分配さ
れるとき、第１のテープロールが第２のテープロールに実質的に接触しないように突出位
置にある第１のスペーサ部材によって離間される。
【００３７】
　本明細書及び添付の「特許請求の範囲」において使用されるとき、単数形「ａ」、「ａ
ｎ」、及び「ｔｈｅ」は、その内容について別段の明確な指示がない限り、複数の指示対
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、別段の明確な指示がない限り、一般的に「及び／又は」を含む意味で用いられる。
【００３８】
　添付図面を参照しながら、本発明を好ましい実施形態と関連付けて完全に説明したが、
様々な変更及び修正が当業者に明らかであることに留意されたい。そのような変更及び修
正は、添付された特許請求の範囲によって定められるような本発明の範囲から逸脱しない
限り、これに含まれるものと理解すべきである。本明細書に引用される全ての特許、特許
書類、及び刊行物の完全な開示は、参照によりそれら全体が組み込まれる。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】
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